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１ 立地適正化計画に係る届出制度について 

 
 我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景とし

て、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現し、持続

可能な都市経営を行うことが大きな課題となっています。 

 そのためには、医療・福祉施設、商業施設、住居等がまとまって立地し、高齢者を

はじめとする住民が公共交通により生活利便施設にアクセスできるなど、福祉や交通

なども含めて都市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりと、これと連携した

公共交通のネットワークを形成していくことが重要です。 

 こうした背景を踏まえ、行政、住民、民間事業者などが一体となって、コンパクト

なまちづくりに取り組んでいくため、坂戸市では、立地適正化計画を策定することと

しました。 

 坂戸市立地適正化計画では、居住や都市機能の誘導を図る区域を設定するとともに、

展開する施策等を設定し、コンパクトなまちづくりに向けた緩やかな誘導を図ること

としています。 

具体的には、都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域又は都市機能誘導区

域の外で特定の開発、建築等の行為を行う場合は、行為の着手の３０日前までに届出

が必要となります。また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止又は廃止を行う場合

は、休止又は廃止の３０日前までに届出が必要となります。 
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２ 居住誘導区域に係る届出について 

（１）届出の流れ 

開発行為※又は建築等行為※により住宅を建築する際の流れは以下のとおりです。以

下の流れに従い、届出が必要な場合は所定の届出書類を提出してください。 

都市再生特別措置法に基づく届出 

 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 届出の有無に係わらず、開発許可、建築確認等の手続きは必要です。 
■ 対象となる特定の開発行為又は建築等行為は４頁を参照してください。  
 
 
※ 開発行為 
  主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画

形質の変更。 
※ 建築等行為 

建築物の新築、増築、改築、移転及び用途の変更。 

居住誘導区域外 居住誘導区域内 

届出不要 届出必要 

開発・建築等行為の着手 

特定の開発行為又は

建築等行為の場合 
特定の開発行為又は 
建築等行為でない場合 
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【居住誘導区域図】 

居住誘導区域外で特定の開発行為又は建築等行為により住宅を建築す

るには、事前に届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細な区域については、都市計画課へお問合せください。 

  

拡大図 
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（２）届出対象となる行為 

 居住誘導区域外で、以下の行為を行う場合には、市長への届出が義務付けられて

います。 

開発行為の場合 

① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が１,０００㎡以上の

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

建築等行為の場合 

 ① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

 ② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

≪開発行為≫ 

3 戸以上の開発行為

1,300 ㎡ 
1 戸の開発行為

800 ㎡ 
2 戸の開発行為

届出必要 

届出必要 

届出不要 

1 戸の建築行為

届出必要 

届出不要 

≪建築等行為≫ 

3 戸の建築行為

①の例示

②の例示

①の例示
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（３）届出書類の作成 

届出は、開発行為又は建築等行為に着手する３０日前又は届出事項の変更に係る行

為に着手する３０日前までに届出書（各様式）と添付図書を１部提出してください。 

開発行為の場合 

■届出書 ⇒ 様式第１０（都市再生特別措置法施行規則第３５条第１項第１号関係） 

■添付図書 

① 位置図（縮尺１,０００分の１以上） 

② 設計図（土地利用計画図）（縮尺１００分の１以上） 

③ その他参考となる事項を記載した図面等 

 

建築等行為の場合 

■届出書 ⇒ 様式第１１（都市再生特別措置法施行規則第３５条第１項第２号関係） 

■添付図書 

① 位置図（縮尺１,０００分の１以上） 

② 配置図（縮尺１００分の１以上） 

③ 各階平面図（縮尺５０分の１以上） 

④ ２面以上の立面図（縮尺５０分の１以上） 

⑤ その他参考となる事項を記載した図面等 

 

上記の届出内容を変更する場合 

■届出書 ⇒ 様式第１２（都市再生特別措置法施行規則第３８条第１項関係）  

■添付図書 

 上記のそれぞれの場合と同様 

 

（４）その他 

 都市再生特別措置法１３０条の規定により、届出をしないで、又は虚偽の届出をし

て、開発・建築等の行為をした場合、３０万円以下の罰金に処されることがあります。 
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３ 都市機能誘導区域に係る届出について 

（１）届出の流れ（開発行為※又は建築等行為※を行う場合） 

開発行為又は建築等行為を行う際の流れは以下のとおりです。以下の流れに従い、

届出が必要な場合は所定の届出書類を提出してください。 

都市再生特別措置法に基づく届出 

 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
■ 届出の有無に係わらず、開発許可、建築確認等の手続きは必要です。 
■ 対象となる開発行為又は建築等行為は９頁を参照してください。 
■ 各都市機能誘導区域に位置付けられた誘導施設は、１０頁を参照してくださ 

い。 

 
※ 開発行為 
  主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画

形質の変更。 
※  建築等行為 

建築物の新築、増築、改築、移転及び用途の変更。 

都市機能誘導区域内 都市機能誘導区域外 

届出不要 届出必要 
（３）ア 参照 

開発・建築等行為の着手 

誘導施設を有す

る特定の開発行

為又は建築等行

為の場合 

位置づけのない

誘導施設を有す

る特定の開発行

為又は建築等行

為の場合 

 

位置づけのある

誘導施設を有す

る特定の開発行

為又は建築等行

為の場合 

 
右記に該当しな

い場合 

届出必要 
（３）イ 参照 

届出不要 
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 （２）届出の流れ（誘導施設を休止又は廃止する場合） 

誘導施設の休止又は廃止を行う際の流れは以下のとおりです。以下の流れに従い、

届出が必要な場合は所定の届出書類を提出してください。 

都市再生特別措置法に基づく届出 

 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
■ 各都市機能誘導区域に位置付けられた誘導施設は、１０頁を参照してくだ 

さい。 

 
  

都市機能誘導区域内 都市機能誘導区域外 

届 出 不 要 

誘導施設の休止又は廃止 

位置づけのない

誘導施設を休止

又は廃止する場

合 

 

位置づけのある

誘導施設を休止

又は廃止する場

合 

届出必要 
（３）ウ 参照 

届出不要 
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【都市機能誘導区域図】 

都市機能誘導区域外で特定の開発行為又は建築等行為を行う場合は届

出が必要です。 

また、都市機能誘導区域内でも位置づけのない誘導施設を開発・建築

等する場合は届出が必要です。 

 

 

 

 
※詳細な区域については、都市計画課へお問い合わせください。 

  

若葉駅周辺地区 

坂戸駅周辺地区 

鶴舞地区 
(一本松駅周辺) 

にっさい花みず木地区 

西坂戸地区 

中心部にぎわい軸 
(沿道ゾーン) 

市民健康センター周辺 

北坂戸駅周辺地区 

坂戸市役所周辺 
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 （３）届出の対象となる行為 

  ア 都市機能誘導区域外で、以下の行為を行う場合には、市長への届出が義務付

けられています。 

開発行為の場合 

① 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合 

 

建築等行為の場合 

① 誘導施設を有する建築物を新築する場合 

② 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

イ 都市機能誘導区域内であっても、位置づけのない誘導施設を開発・建築等す

る場合は、届出が必要となります。（下図参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ウ 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、市長への届出が必

要となります。 

  

立地適正化計画区域（＝坂戸市全域） 

居住誘導区域

都市機能誘導区域

誘導施設：病院 誘導施設：スーパーマーケット

都市機能誘導区域

誘導施設に「スーパーマー

ケット」を定めていない区域

の場合は届出が必要 
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 （４）届出の対象となる誘導施設 

【各都市機能誘導区域の誘導施設】 

機能 誘導施設 

坂
戸
駅
周
辺
地
区 

若
葉
駅
周
辺
地
区 

北
坂
戸
駅
周
辺
地
区 

坂
戸
市
役
所
周
辺 

中
心
部
双
厰
わ
厦
軸 

市
民
健
康
吒
呉
吖
呎
周
辺 

双
叄
厷
厦
花
叠
厼
木
地
区 

西
坂
戸
地
区 

鶴
舞
地
区
咁
一
本
松
駅
周
辺
咂 

行 政 
市役所       〇           

市民健康センター           〇       

子 育 て  小規模保育施設 〇 〇 〇             

商 業 
百貨店・大型商業施設 〇   〇             

スーパーマーケット 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

医 療 病院 〇                 

金 融 銀行・郵便局等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   

教育・文化 
中央図書館・こども図書館     〇   〇         

文化施設・文化会館     〇   〇         

【誘導施設の定義】 

機能 施設 施設の概要 

行 政 

市役所 地方自治法第 4 条 1 項に規定する施設 

市民健康センター 
市民の健康づくりのための予防接種、各種検診、各種事業

を行う施設 

子 育 て 小規模保育施設 
児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規定する児童福祉施設(3

歳児未満を対象とした定員 6名以上 19 名以下の施設) 

商 業 

百貨店・大型商業施設 
百貨店及び総合量販店並びに複合施設等の売り場面積が

5,000 ㎡以上の商業施設 

スーパーマーケット 
生活に必要な生鮮品、日用品等を扱う店舗の売り場面積が

1,000 ㎡以上の商業施設 

医 療 病院 
医療法第 1 条の 5 に規定する病院であって、20 床以上の

病床を有する施設 

金 融 銀行・郵便局等 
信用金庫及び信用組合を含む銀行、郵便局等の有人窓口を

有する金融機関 

教育･文化 

中央図書館・こども図書
館 

図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館であって、市全域

をサービス範囲とする中央図書館及びこども図書館に位置

付けられた施設 

文化施設・文化会館 
ホール、ギャラリー等の機能を有する市の文化活動の拠点

となる施設 
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 （５）届出書類の作成 

届出は、開発行為又は建築等行為に着手する３０日前又は届出事項の変更に係る行

為に着手する３０日前までに届出書（各様式）と添付図書を１部提出してください。 

開発行為の場合 

■届出書 ⇒ 様式第１８（都市再生特別措置法施行規則第５２条第１項第１号関係） 

■添付図書 

① 位置図（縮尺１,０００分の１以上） 

② 設計図（土地利用計画図）（縮尺１００分の１以上） 

③ その他参考となる事項を記載した図面等 

 

建築等行為の場合 

■届出書 ⇒ 様式第１９（都市再生特別措置法施行規則第５２条第１項第２号関係） 

■添付図書 

① 位置図（縮尺１,０００分の１以上） 

② 配置図（縮尺１００分の１以上） 

③ 各階平面図（縮尺５０分の１以上） 

④ ２面以上の立面図（縮尺５０分の１以上） 

⑤ その他参考となる事項を記載した図面等 

 

上記の届出内容を変更する場合 

■届出書 ⇒ 様式第２０（都市再生特別措置法施行規則第５５条第１項関係） 

■添付図書 

 上記のそれぞれの場合と同様 

また、休止又は廃止を行う場合は、休止又は廃止する３０日前までに届出書（様式）

と添付図書を１部提出してください。 

休止又は廃止する場合 

■届出書 ⇒ 様式第２１（都市再生特別措置法施行規則第５５条の２関係）  

■添付図書 

 ① 位置図（縮尺１,０００分の１以上） 
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 （６）その他 

 都市再生特別措置法１３０条の規定により、届出をしないで、又は虚偽の届出をし

て、開発・建築等の行為をした場合、３０万円以下の罰金に処されることがあります。 
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４ 届出書様式 

居住誘導区域における届出 

様式 対象行為 該当頁 

様式第１０ 

【特定の開発行為】 
① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 
② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、そ

の規模が１,０００㎡以上のもの 

１４頁 

様式第１１ 

【特定の建築等行為】 
① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３

戸以上の住宅とする場合 

１６頁 

様式第１２ 上記の届出内容を変更する場合 １８頁 

 
 

都市機能誘導区域における届出 

様式 対象行為 該当頁 

様式第１８ 
【特定の開発行為】 
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行

う場合 
１９頁 

様式第１９ 

【特定の建築等行為】 
① 誘導施設を有する建築物を新築する場合 
② 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする

場合 
③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物

をする場合 

２１頁 

様式第２０ 上記の届出内容を変更する場合 ２３頁 

様式第２１ 
【誘導施設の休止又は廃止】 
誘導施設を有する建築物の休止又は廃止を行う場合 

２４頁 
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様式第１０（第３５条第１項第１号関係） 

 

開発行為届出書 

  

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

   年  月  日 

 坂戸市長           あて 

                   届出者住所  

                                       

                      氏名                 

開 

発 

行 

為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

２ 開発区域の面積 平方メートル 

３ 住宅等の用途  

４ 工事の着手予定年月日      年  月  日 

５ 工事の完了予定年月日      年  月  日 

６ その他必要な事項  

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

  



 

15 

様式第１０（第３５条第１項第１号関係） 

 

開発行為届出書 

  

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

令和 ２年 ４月２０日 

 坂戸市長  ○○ ○○   あて 

                   届出者住所 坂戸市 ○○ ○丁目○－○ 

                         ○○株式会社        

                      氏名 代表取締役 ○○ ○○ 

開 

発 

行 

為 

の 
概 
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 坂戸市 ○○ ○丁目○－○ 

２ 開発区域の面積   ２,０００      平方メートル 

３ 住宅等の用途 共同住宅○戸 

４ 工事の着手予定年月日 令和 ２年 ６月 １日 

５ 工事の完了予定年月日 令和 ２年１０月 １日 

６ その他必要な事項  

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 
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様式第１１（第３５条第１項第２号関係） 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の

届出書 

  都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、 

 □住 宅 等 の 新 築 

 □建 築 物 を 改 善 し て 住 宅 等 と す る 行 為 

 □建 築 物 の 用 途 を 変 更 し て 住 宅 等 と す る 行 為 

について、下記により届け出ます。 

   年  月  日 

 坂戸市長           あて 

                      届出者住所 

                                       

                         氏名 

１ 住宅等を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

 

２ 新築しようとする住宅等又は改築若

しくは用途の変更後の住宅等の用途 
 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 
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様式第１１（第３５条第１項第２号関係） 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の

届出書 

 都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、 

 ☑住 宅 等 の 新 築 

 □建 築 物 を 改 築 し て 住 宅 等 と す る 行 為 

 □建 築 物 の 用 途 を 変 更 し て 住 宅 等 と す る 行 為 

について、下記により届け出ます。 

令和 ２年 ４月２０日 

 坂戸市長  ○○ ○○    あて 

                     届出者住所 坂戸市 ○○ ○丁目○－○ 

                           ○○株式会社     

                        氏名 代表取締役 ○○ ○○ 

１ 住宅等を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

坂戸市 ○○ ○丁目 

１番地（宅地） ３００㎡ 

２番地（畑）  ２００㎡ 

２ 新築しようとする住宅等又は改築若

しくは用途の変更後の住宅等の用途 
共同住宅○戸 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

 

 

 

 

 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 

該当する箇所に☑を記入 
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様式第１２（第３８条第１項関係） 

行為の変更届出書 

   年  月  日 

 坂戸市長           あて 

届出者住所 

 

氏名              

 都市再生特別措置法第８８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記によ

り届け出ます。 

記 

１ 当初の届出年月日：                       年  月  日 

２ 変更の内容： 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日：                 年  月  日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日：                 年  月  日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 
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様式第１８（第５２条第１項第１号関係） 

 

開発行為届出書 

 

  

都市再生特別措置法第１０８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により

届け出ます。 

 

   年  月  日 

 坂戸市長           あて 

                   届出者住所 

                                       

                      氏名          

 

開 

発 
行 
為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

２ 開発区域の面積 平方メートル 

３ 建築物の用途  

４ 工事の着手予定年月日    年  月  日 

５ 工事の完了予定年月日    年  月  日 

６ その他必要な事項  

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 
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様式第１８（第５２条第１項第１号関係） 

 

開発行為届出書 

 

  

都市再生特別措置法第１０８条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記により

届け出ます。 

 

令和 ２年 ４月２０日 

 坂戸市長  ○○ ○○   あて 

                   届出者住所 坂戸市 ○○ ○丁目○－○ 

                         ○○株式会社        

                      氏名 代表取締役 ○○ ○○ 

 

開 

発 
行 
為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 坂戸市 ○○ ○丁目○－○ 

２ 開発区域の面積 ５，０００       平方メートル 

３ 建築物の用途 スーパーマーケット 

４ 工事の着手予定年月日 令和 ２年 ６月 １日 

５ 工事の完了予定年月日 令和 ２年１０月 １日 

６ その他必要な事項 床面積 ３，０００㎡ 

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

 

 

 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 

建築物の用途以外の 
情報（床面積）等を記載 
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様式第１９（第５２条第１項第２号関係） 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘

導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第１０８条第１項の規定に基づき、 

 □誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築 

 □建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為  

 □建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

   年  月  日 

坂戸市長             あて 

                      届出者住所 

                                        

氏名           

１ 建築物を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

 

２ 新築しようとする建築物又は改築若

しくは用途の変更後の建築物の用途 
 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 
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様式第１９（第５２条第１項第２号関係） 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘

導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 都市再生特別措置法第１０８条第１項の規定に基づき、 

 ☑誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築 

 □建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

 □建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為  

について、下記により届け出ます。 

令和 ２年 ４月２０日 

 坂戸市長  ○○ ○○    あて 

                      届出者住所 坂戸市 ○○ ○丁目○－○ 

                            ○○株式会社     

氏名 代表取締役 ○○ ○○ 

１ 建築物を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

坂戸市 ○○ ○丁目 

１番地（宅地） ２，０００㎡ 

２番地（畑）  ３，０００㎡ 

２ 新築しようとする建築物又は改築若

しくは用途の変更後の建築物の用途 
スーパーマーケット 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注  届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

 

 

 

 

 

届出日を記入 
（工事着手の 30 日前まで） 

該当する箇所に☑を記入 
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様式第２０（第５５条第１項関係） 

行為の変更届出書 

   年  月  日 

 坂戸市長           あて 

届出者住所 

 

氏名              

 都市再生特別措置法第１０８条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記に

より届け出ます。 

記 

１ 当初の届出年月日：                       年  月  日 

２ 変更の内容： 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日：                年  月  日 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日：                年  月  日 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 
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様式第２１（第５５条の２関係） 

誘導施設の休廃止届出書 

   年  月  日 

 坂戸市長           あて 

届出者住所 

 

氏名              

 都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）に

ついて、下記により届け出ます。 

記 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（１）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当

該建築物の用途 

（２）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の

存置に関する事項 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理そ

の他の事項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定

時期その他の事項について記入すること。 
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様式第２１（第５５条の２関係） 

誘導施設の休廃止届出書 

令和 ２年９月２０日 

 坂戸市長  ○○ ○○    あて 

届出者住所 坂戸市 ○○ ○丁目○－○ 

○○株式会社             

氏名 代表取締役 ○○ ○○             

 都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の廃止について、下

記により届け出ます。 

記 

１ 廃止しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

    名 称     スーパー○○ 坂戸店 

  用 途     スーパーマーケット 

  所在地（地番） 坂戸市 ○○ ○丁目○番○ 

２ 廃止しようとする年月日 

  令和２年１０月３１日 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間 

４ 廃止に伴う措置 

（１）廃止後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建築物

の用途 

（２）廃止後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置に関

する事項 

   令和２年１２月から除却着手（予定） 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理そ

の他の事項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定

時期その他の事項について記入すること。 

 

届出日を記入 
（休廃止の 30 日前まで） 


